
船舶事故調査報告書 

平成２９年５月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年１１月１３日 ０６時５０分ごろ 

発生場所 兵庫県東播磨
ひがしはりま

港南方沖 

 江
え

埼灯台から真方位２７７°１０.４海里付近 

 （概位 北緯３４°３７.６′ 東経１３４°４７.１′） 

事故の概要  引船 楠
くすのき

丸は、はしけ幸
こう

盛
せい

丸及びはしけ○イ６をえい
．．

航して西南西

進中、漁船住吉
すみよし

丸は、東南東進中、幸盛丸のえい
．．

航索と住吉丸とが衝

突した。 

事故調査の経過 平成２８年１１月２４日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 楠丸、１９トン 

   ２６０－４７７２７大阪、三協海運株式会社、福山海運株式会 

社（船舶借入人） 

Ｂ はしけ 幸盛丸、５４７トン 

   なし、個人所有 

Ｃ はしけ ○イ６、６８３トン 

   なし、個人所有 

Ｄ 漁船 住吉丸、４.８トン 

   ＨＧ３－３６２８２（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 甲板員Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｄ 船長Ｄ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ なし 

Ｃ なし 

Ｄ 軽傷 １人（船長Ｄ）    

 損傷 Ａ なし 

Ｂ えい
．．

航索に擦過傷 

Ｃ なし 

Ｄ 操舵室上部に破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び甲板員Ａが乗り組み、Ｂ船及びＣ船をえい
．．

航

し、複数の漁船が操業している海域を西南西進中、単独で船橋当直に

当たっていた甲板員Ａが、船首方の数隻の漁船を双眼鏡で見ながら航

行を続けていたところ、Ｄ船と衝突した。 

 Ｄ船は、船長Ｄが１人で乗り組み、揚網して東南東進中、船長Ｄ



が、船尾甲板で漁獲物の選別作業をしていたところ、Ｂ船のえい
．．

航索

に衝突した。 

分析  Ａ船は、単独で船橋当直中の甲板員Ａが、船首方の漁船に意識を向

け、右舷方の見張りを適切に行っていなかったことから、Ｄ船に気付

かず、Ｄ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｄ船は、船長Ｄが、漁獲物の選別作業をしていて見張りを行ってい

なかったことから、Ａ船、Ｂ船及びＣ船に気付かず、Ｂ船のえい
．．

航索

に衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船がＢ船及びＣ船をえい
．．

航しながら西南西進中、Ｄ船

が揚網しながら東南東進中、単独で船橋当直中の甲板員Ａが右舷方の

見張りを適切に行っておらず、また、船長Ｄが見張りを行っていなか

ったため、Ｂ船のえい
．．

航索とＤ船とが衝突したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 

 


